
埋蔵文化財手続きフローチャート
事業者

建築（開発）計画立

芦北町教育委員会

事前審査（埋蔵文化財の有無等について確認）

遺跡地図との照会、現地踏査、工法などを検討して回答します

包竪四戸聖し」 但竪竺聖翌

遺跡存在の可能性

ニ三巴
工事着工許可

法93 、 94条書類の~ 文化財保護法第9
作成、提出 1 |3、94条の手続き指

導

踏査・試掘詞査などの実施

遺跡の発見ー」 I遺跡なし

↓ 匡豆]戸
遺跡地図の変
更手続き

書類の内容確認

・記載事項の確認（遺跡名、所在地、事業主体者名など）
・添付資料の確認（位置図、設計図、平面図、断面図など）

事業者と協議

遺跡が確認された
場合でも、設計変
更、エ法変更で発掘
調査が回避できる場
合があります。

予備調査などの実施

・遺跡の存否、範囲、性格等を確認
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遺跡あり

三↓
県文化課への進達

・予備調査結果報告に意見を添付して送付します。

指示事項に基づき対応
―

▼

-

・慎重工事
・工事立会
•発掘調査

~ 
県文化課からの指示事項通知
| 
・予備調査結果報告や設計図面を基に判断した指示事項の通知


